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《地域課題の現状把握と情報共有》
区自立支援協議会からの「現状ではできない支援」等の報告を受け，現状を把握分

析するとともに，構成員でその情報を共有する。

《課題解決のための協議・研究》
何が問題で，どのようにすれば解決できるのか，具体的に協議する。専門部会を設置

する必要があれば，全体会に対し設置承認依頼を行う。

《協議会全体の方向性の確認》
協議会全体の方向性を確認し，活動にブレやズレが発生しないよう確認する。必要に

応じて，各部会や各区協議会へフィードバックする。

○運営事務局会議は，協議会運営の「羅針盤」である。
○課題を分析し，必要な制度改善に向け具体的議論を行う。

運営事務局会議の役割

市自立支援協議会会長，副会長，委託相談支援事業者代表，各区障がい福祉係代表，障がい
福祉課，その他必要に応じて，関係者。

障がい福祉課

※概ね１～２月に１回の開催を想定

事務局

構成メンバー

運営事務局会議について



関係機関名 氏名 備考

1 社会福祉法人　新潟もぐら会　ポプラの家 山賀　亮一

2 新潟太陽福祉会　太陽の村 菊地　康晴

3
社会福祉法人　更生慈仁会
障がい児・者相談支援センター

本田　ゆり子

4
社会福祉法人　白蓮福祉会
相談支援センターあると

佐藤　里香

5
社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
相談支援センター　わぁ～らく

海老　郁夫

6 東区役所健康福祉課障がい福祉係　副主査 遠山　貴之

7 秋葉区役所健康福祉課障がい福祉係　副主査 村山　忍

8 西区役所健康福祉課障がい福祉係　係長 草間　丈智

所属 氏名 備考

1 障がい福祉課介護給付係　主幹 小林　徳規

2 障がい福祉課介護給付係　副主査 井浦　雄介

運営事務局会議　名簿


